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かすみがうら市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準 

を定める条例の一部を改正する条例（案） 

 

 

【改正の概要】 

 0.3ha以上5.0ha未満の開発行為については、現行の法令では、開発面積の３％

以上の公園、緑地又は広場（以下「公園等」という。）が設置されなくてはなり

ません。よって、例えば開発面積が 0.3ha の宅地分譲を目的とした開発行為で

は、90 ㎡の公園等を設置すればよいことになりますが、このような狭小な公園

等は、公園等として十分に機能しない、さらにはゴミ捨て等マナーの悪い利用

を誘発する可能性があります。 

 公園等は市民の皆さまにとって身近な公共施設のひとつであることから、公

園等の利便性を向上させるため、主として住宅の建築の用に供する目的で行う

開発行為については、設置する公園等の最低限の面積を１５０㎡に規制するよ

う条例を改正するものです。 

 条例の改正により、0.3ha以上 0.5ha未満の開発行為については、現行の法令

による基準に比べ、設置すべき公園等の面積が増加することになり、また、0.5ha

以上 5.0ha 未満の開発行為については、公園等の 1 箇所当たりの面積を規制す

ることになります。 

 

 

【対象地域】 

  市内全域 

  ただし、都市計画区域外については、1.0ha未満の開発行為は適用されませ

ん。 

 

 

【対象となる開発行為】 

  0.3ha以上5.0ha未満の主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行

為（例：宅地分譲、共同住宅、寄宿舎の建築を目的とした開発行為） 

 

 

【対象とならない開発行為】 

  店舗、事務所、診療所、老人ホーム、工場など 
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かすみがうら市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準を定める条例 新旧対照

表 

改正前 改正後 

  (公園等の設置基準) 

第 2条の 2 都市計画法施行令(昭和 44年政

令第 158 号。以下「令」という。)第 25

条第 6号本文に規定する公園、緑地又は広

場の一箇所当たりの面積の最低限度は、主

として住宅の建築の用に供する目的で行

う開発行為にあっては、150平方ﾒｰﾄﾙとす

る。 

(法第34条第11号の条例で指定する土地の

区域) 

第4条 法第34条第11号の規定により条例で

指定する土地の区域は、次に掲げる要件の

いずれにも該当する既存集落のうち、沿道

型集落又は依存型集落のいずれかに該当

するものとして市長が指定する土地の区

域とする。 

(1)～(6) (略) 

(7) 都市計画法施行令(昭和44年政令第158

号。以下「令」という。)第8条第1項第2

号ロからニまでに掲げる土地の区域を含

まないこと。 

2～4 (略) 

(法第34条第11号の条例で指定する土地の

区域) 

第4条 法第34条第11号の規定により条例で

指定する土地の区域は、次に掲げる要件の

いずれにも該当する既存集落のうち、沿道

型集落又は依存型集落のいずれかに該当

するものとして市長が指定する土地の区

域とする。 

(1)～(6) (略) 

(7) 令第8条第1項第2号ロからニまでに掲

げる土地の区域を含まないこと。 

 

 

2～4 (略) 

    附 則 

 (施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

 (経過措置) 

2 この条例の施行の日の前日までに、法第

32 条第 2 項に規定する協議を開始した開

発行為については、なお従前の例による。 
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○かすみがうら市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準を定

める条例 

平成２６年１２月１０日 

条例第２６号 

改正 平成２９年●●月●●日条例第●●号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」と

いう。）第２９条第１項の規定による開発行為の許可及び法第４３条第１項

の規定による建築等の許可の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において「線引日」とは、法第７条第１項に規定する市街化

区域と市街化調整区域との区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市

計画を変更して市街化調整区域が拡張された日をいう。 

２ この条例において「既存集落」とは、市街化調整区域において自然的社会

的条件から一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であって、

おおむね５０以上の建築物が連たんしているものをいい、その形態により次

のように区分する。 

（１） 沿道型集落 幹線道路（高速自動車国道法（昭和３２年法律第７９

号）第４条に規定する高速自動車国道及び自動車のみの交通の用に供する

道路を除く。）に沿って発達した既存集落 

（２） 依存型集落 第４条第１項各号のいずれにも該当する既存集落であ

って、前号に掲げる既存集落以外のもの 

（３） 独立型集落 地形、地物等の状況により集落が拡大するおそれのな

い既存集落であって、規則で定める要件に該当するもの 

（４） その他の集落 前３号に掲げる既存集落以外の既存集落 

３ この条例において「専用住宅」とは、一戸建ての住宅であって、人の居住

の用以外の用に供する部分がないものをいう。 
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 （公園等の設置基準） 

第２条の２ 都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号。以下「令」とい

う。）第２５条第６号本文に規定する公園、緑地又は広場の一箇所当たりの

面積の最低限度は、主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に

あっては、１５０平方メートルとする。 

（建築物の敷地面積の最低限度） 

第３条 法第３３条第４項に規定する開発区域内において予定される建築物の

敷地面積の最低限度は、次条第１項の規定による市長が指定する土地の区域

及び第６条第１項第１号の規定による市長が指定する土地の区域については、

これらの土地の区域が同項第２号から第７号までに規定する開発行為に係る

土地の区域に該当する場合その他規則で定める場合を除き、３００平方メー

トルとする。 

（法第３４条第１１号の条例で指定する土地の区域） 

第４条 法第３４条第１１号の規定により条例で指定する土地の区域は、次に

掲げる要件のいずれにも該当する既存集落のうち、沿道型集落又は依存型集

落のいずれかに該当するものとして市長が指定する土地の区域とする。 

（１） 当該区域のほとんどが、本市の市街化区域（工業専用地域その他規

則で定める土地の区域を除く。）からおおむね１キロメートルの範囲内で

あること。 

（２） 区域内の建築物が相当程度集積していること。 

（３） 区域内の主要な道路が、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全

上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置され

ており、かつ、区域外の相当規模の道路と接続していること。 

（４） 区域内の排水路その他の排水施設が、当該区域内の下水道法（昭和

３３年法律第７９号）第２条第１号に規定する下水を有効に排出するとと

もに、その排出によって当該区域及びその周辺の区域に溢水（いっすい）

等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されていること。 
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（５） 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第６条第１項の規定による認

可を受けた水道事業の給水区域であること。 

（６） 道路、鉄道、河川、がけその他の地形、地物等範囲を明示するのに

適当なものにより境界を定めることができること。 

（７） 令第８条第１項第２号ロからニまでに掲げる土地の区域を含まない

こと。 

２ 市長は、前項の規定による指定（以下この条において「指定」という。）

をしようとするときは、かすみがうら市都市計画審議会の意見を聴かなけれ

ばならない。 

３ 市長は、指定をするときは、土地の区域及び既存集落の区分を告示し、指

定をする土地の区域を示した図面を一般の閲覧に供さなければならない。 

４ 前３項の規定は指定をした土地の区域の拡張について、前２項の規定は指

定の解除及び指定をした土地の区域の縮小について、それぞれ準用する。 

（法第３４条第１１号の条例で定める予定建築物等の用途） 

第５条 法第３４条第１１号の規定により条例で定める予定建築物等の用途は、

次の各号に掲げる既存集落の区分に従い、それぞれ当該各号に定める建築物

の用途以外の用途とする。 

（１） 沿道型集落 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）別表第２（ろ）

項各号に掲げる建築物並びに延べ面積が２００平方メートル以下の事務所

及び作業所 

（２） 依存型集落 建築基準法別表第２（ろ）項各号に掲げる建築物 

（法第３４条第１２号の条例で定める開発行為） 

第６条 法第３４条第１２号の規定により条例で定める開発行為は、次の各号

のいずれかに該当する開発行為とする。 

（１） 既存集落の維持が困難となっている規則で定める要件に該当する区

域内の既存集落であって、第４条第１項第２号から第７号までのいずれに

も該当するもの（第４条第１項第１号に該当するものを除く。）のうち、
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沿道型集落、独立型集落又はその他の集落のいずれかに該当するものとし

て市長が指定する土地の区域内において行われる次のいずれかに該当する

開発行為 

ア 沿道型集落又は独立型集落において行われる開発行為であって、予定

建築物の用途が建築基準法別表第２（ろ）項各号に掲げる建築物又は延

べ面積が２００平方メートル以下の事務所若しくは作業所であり、かつ、

当該予定建築物の高さが規則で定める高さを超えないもの 

イ その他の集落において行われる開発行為であって、予定建築物の用途

が建築基準法別表第２（ろ）項各号に掲げる建築物であり、かつ、その

高さが規則で定める高さを超えないもの 

（２） 既存集落（規則で定めるものに限る。）内において、当該既存集落

が存する市街化調整区域に係る線引日前から土地を所有する者その他規則

で定める者が、自己の居住の用に供する専用住宅（以下「自己用住宅」と

いう。）を必要とするやむを得ない理由により、当該土地において、自己

用住宅の建築を目的として行う開発行為であって、規則で定める要件に該

当するもの 

（３） 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第８

条第２項第１号に規定する農用地区域に囲まれていることその他の理由に

より市街地が無秩序に拡大するおそれがないと認められる規則で定める規

模の集落内において、当該集落が存する市街化調整区域に係る線引日前に

本籍又は住所を有していた者であって、当該集落内に土地を所有するもの

（当該土地を取得することが確実であると認められる者を含む。）その他

規則で定める者が、自己用住宅を必要とするやむを得ない理由により、当

該土地において、自己用住宅の建築を目的として行う開発行為であって、

規則で定める要件に該当するもの 

（４） 専用住宅であって、当該専用住宅の敷地が存する市街化調整区域に

係る線引日に現に存するもの又は当該線引日後に法第２９条第１項の規定
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による開発行為の許可若しくは法第４３条第１項の規定による建築等の許

可を受けて建築されたものの世帯主と住居及び生計を一にする親族（過去

において、当該世帯主と住居及び生計を一にしていた親族を含む。）が、

当該専用住宅の敷地又は当該専用住宅の敷地に隣接する土地において、自

己用住宅の建築を目的として行う開発行為であって、規則で定める要件に

該当するもの 

（５） 自己用住宅であって、当該自己用住宅の敷地が存する市街化調整区

域に係る線引日に現に存するもの又は当該線引日後に法第２９条第１項の

規定による開発行為の許可若しくは法第４３条第１項の規定による建築等

の許可を受けて建築されたものの改築又は増築をしようとする場合（当該

改築又は増築が当該自己用住宅の敷地の拡張を伴う場合に限る。）におい

て、当該改築又は増築を目的として行う開発行為であって、規則で定める

要件に該当するもの 

（６） 規則で定める集落内に存し、当該集落が存する市街化調整区域に係

る線引日前に建築基準法第４２条第１項第５号による道路の位置の指定を

受けた区域内において、専用住宅の建築を目的として行う開発行為であっ

て、規則で定める要件に該当するもの 

（７） 土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）その他の法令により土地

を収用することができる事業の施行により、建築物又は第１種特定工作物

（以下「建築物等」という。）を当該建築物等が存する当該事業の施行に

係る区域から移転し、又は除却する必要がある場合において、当該建築物

等の敷地面積と同程度の面積の敷地に、同一の用途及び同程度の規模の建

築物等の建築を目的として行う開発行為であって、規則で定める要件に該

当するもの 

２ 第４条第２項から第４項までの規定は、前項第１号の規定による土地の区

域の指定について準用する。 

（令第３６条第１項第３号ハの条例で定める建築物等） 
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第７条 令第３６条第１項第３号ハの規定により条例で定める建築物等は、前

条第１項各号に規定する開発行為に係る建築物等の要件に該当する建築物等

とする。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。 

附 則（平成２６年１２月１０日条例第２６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行日前において、茨城県都市計画法の規定による開発行為の

許可等の基準に関する条例（平成１４年茨城県条例第２６号）第４条第１項

又は第６条第１項第１号の規定により知事が指定した土地の区域は、それぞ

れ、第４条第１項又は第６条第１項第１号の規定により市長が指定した土地

の区域とみなす。この場合において、「第１種集落」とあるのは「沿道型集

落」と、「第３種集落」とあるのは「依存型集落」と、「第４種集落」とあ

るのは「独立型集落」と、「第６種集落」とあるのは「その他の集落」と読

み替える。 

附 則（平成２９年●●月●●日条例第●●号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、法第３２条第２項に規定する協議を開

始した開発行為については、なお従前の例による。 
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かすみがうら市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準を定める条例 

逐条解説 

条 文 解 説 

 (公園等の設置基準) 

第 2 条の 2 都市計画法施行令(昭和 44年政

令第 158号。以下「令」という。)第 25条

第 6号本文に規定する公園、緑地又は広場

の一箇所当たりの面積の最低限度は、主と

して住宅の建築の用に供する目的で行う

開発行為にあっては、150平方ﾒｰﾄﾙとする。 

令第 25条第 6号では、0.3ha以上 5.0ha

未満の開発行為にあっては、開発区域に、

面積の合計が開発区域の面積の3％以上の

公園、緑地又は広場を設けるよう規定され

ていますが、設置すべき公園、緑地又は広

場の一箇所当たりの面積の最低限度を150

㎡に定めることにより、公園等の機能性の

確保及び利便性の向上を図ります。 

「主として住宅の建築の用に供する」と

は、開発行為による主たる予定建築物等が

住宅（住宅、共同住宅、寄宿舎等）の用に

供するものをいいます。 

 

 

 


